
１　職員の任免及び職員数に関する状況

　(1)任免の状況

　令和６年度（R6.4.1～R7.3.31）の状況は、全体で退職者32人、採用者18人となっています。

①退職者の状況

②採用者の状況

1 0

勧奨退職 0 0 0 0 0 0 0

定年退職 5 0 1 0 0

令和６年度　十日町市　人事行政の運営等の状況

区分 一般（事務） 一般（技術） 保育士 保健師 教育公務員 技能労務職 学芸員

1 0

合計 23 2 1 0 3 3 0

再任用退職 6 0 0 0 0

0 0

その他 2 0 0 0 3 1 0

普通退職 10 2 0 0 0

0 0

普通退職 0 0 0 0 0 0 12

勧奨退職 0 0 0 0 0

管理栄養士 合計

定年退職 0 0 0 0 0 0 7

区分 医師 看護師 社会福祉士 理学療法士 作業療法士

0 32

区分 一般（事務） 一般（技術） 保育士 保健師 教育公務員 技能労務職 学芸員

合計 0 0 0 0 0

0 6

再任用退職 0 0 0 0 0 0 7

その他 0 0 0 0 0

2 0

教育職員 0 0 0 0 2 0 0

初級 5 0 0 0 0

0 0

中級 0 0 0 0 0 0 0

上級 6 0 0 0 0

2 1

区分 医師 看護師 社会福祉士 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 合計

合計 12 0 0 0 2

0 0

再任用 0 0 0 0 0 0 1

その他 1 0 0 0 0

0 7

教育職員 0 0 0 0 0 0 2

初級 0 0 0 0 0

0 6

中級 0 1 0 0 0 0 1

上級 0 0 0 0 0

0 18合計 0 1 0 0 0

0 1

再任用 0 0 0 0 0 0 1

その他 0 0 0 0 0
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　(2)職員数に関する状況

①部門別職員数と主な増減理由

②定員適正化計画について

　職員適正配置計画（令和３年６月策定）に基づき、職員の適正配置を行っています。

※再任用職員含む

部門
職員数

増員数減員数 差引 主な増員理由 主な減員理由
６年度

0 0

総務企画 86 87 3 △ 2 1

7年度

一
般
行
政

議会 4 4 0

民生 86 85 0 △ 1 △ 1 支所配置見直しによる減員

衛生 41 41 0 0 0

ふるさと納税業務増加による増員、
公民館市民センター化による増員

税務 24 24 0 0 0

商工 37 32 0 △ 5 △ 5 芸術祭本番年終了による減員

農林水産 32 32 0 0 0

労働 2 2 0 0 0

特
別
行
政

教育 66 65 2 △ 3

運転手の配置見直しによる減員

小計 367 361 3 △ 9 △ 6

土木 55 54 0 △ 1 △ 1

小計 66 65 2 △ 3 △ 1

△ 1
公民館市民センター化による減員
小学校管理員配置見直しによる減員

警察 0 0 0 0 0

水道業務体制の見直しによる増員

下水道 10 11 1 0 1
下水道業務体制の見直しによる増
員

0

水道 13 14 1 0 1

病院 6 6 0 0

合計 500 495 7 △ 12 △ 5

0 0

小計 67 69 2 0 2

公
営
企
業 その他 38 38 0

506 514 507 510 500

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 計

職員数 508 504 506

区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和７年度

495

8 △ 7 3 △ 10 △ 16増減 △ 3 △ 4 2 0 △ 5
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２　職員の給与の状況

　(1)給与決定のしくみ

　職員の給与は、人事院の勧告等に基づき、市議会の審議を経て条例で定められるしくみになっています。

　(2)人件費率（令和６年度一般会計決算）

　(3)初任給 （各年度４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

　(4)平均給料月額 （各年度４月１日現在）

円 歳 円 歳

円 歳 円 歳

　(5)学歴や経験年数による平均給料月額 （令和６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※区分の経験年数該当者がいない場合、直近の経験年数で平均額を算出しています。

（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※区分の経験年数該当者がいない場合、直近の経験年数で平均額を算出しています。

一般行政職
大学卒 196,200 220,000

高校卒 166,600 188,000

区分 令和６年度 令和７年度

技能労務職 277,700 52.8 278,200 53.0

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年

平均年齢

一般行政職 319,300 44.0 326,900 43.7

技能労務職 高校卒 164,000 185,700

区分
令和６年度 令和７年度

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額

322,425 359,367

技能労務職 高校卒 - 252,100
（経験年数18年）

301,100 313,050

経験年数30年

一般行政職
大学卒 253,367 343,725 374,500 389,700

高校卒 223,900 289,150

技能労務職 高校卒 - 271,100
（経験年数19年）

306,900
（経験年数27年）

318,500

378,000

高校卒 248,967 313,800 348,200 378,000

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒 272,838 351,400 370,391

歳出額
386億5,003万円

人件費
42億1,062万円

（10.9%）
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　(6)手当の種類とその内容（主なもの） （令和６年４月１日現在）

円

円

％

円

（参考）特殊勤務手当の種類

・交通機関（電車・バス）利用者は負担している運賃の額に応じ、
　1か月あたり最高55,000円
・交通用具（自動車等）利用者は片道の距離に応じ、
　最低（2km以上5km未満）2,000円、最高（60km以上）31,600円

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給

時間外勤務
手当

区分 支給総額 職員１人当たり平均支給年額

令和６年度 104,631 千円 242,763

毎
月
決
ま

っ
て
支
給

扶養手当
配偶者・その他 6,500

子 10,000

住居手当 借家
月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に対して、家賃額に応
じ、最高28,000円まで

通勤手当

手当の種類 手当の内容

徴収手当 納期内に納入しない税の出張徴収に従事した場合に支給

滞納処分手当 税の滞納処分に従事した場合に支給

特殊勤務
手当

区分 全職種

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度） 15.37

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和6年度） 19,435

手当の種類（手当数） 13

円

令和５年度 107,852 千円 246,237 円

放射線取扱作業手当 放射線を照射する作業の補助に従事した場合に支給

特地診療手当
医師が通常勤務する診療所以外の診療所に出張して診療業
務に従事した場合に支給

休日診療手当 診療所の医師が休日に診療業務に従事した場合に支給

防疫等作業手当 感染症防疫作業に従事した場合に支給

動物死体処理手当 動物の死体処理に従事した場合に支給

雪害作業手当 除雪作業、水上がり対策、雪崩対策に従事した場合に支給

用地交渉手当 用地の取得など所有者等との交渉に従事した場合に支給

行旅死病人取扱手当 行旅病人・死亡人の救護又は死体処置に従事した場合に支給

保健手当 保健指導、保健相談、看護処置等に従事した場合に支給

介護認定審査会手当 診療所の医師が介護認定審査会に出席した場合に支給

待機手当
訪問看護ステーションの看護師が救急業務に対応するために
待機を命ぜられた場合に支給
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円

円

円

令和6年度退職者１人当たり平均支給額

千円

千円

千円

　(7)一般行政職の級別の構成比 （令和6年４月１日現在）

1.225 月分 1.025 月分

12月期 1.225 月分 1.025 月分

そ
の
他

期末・勤勉
手当

区分 期末手当 勤勉手当

６月期

19.6695 月分 24.586875 月分

勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分

10,200

その他の職員 7,360

支給方法 11月から３月までの各月の初日を基準日として、給料日に支給

退職手当

支給率 自己都合 定年・勧奨

勤続20年

寒冷地手当

級地 ４級地

区分

世帯の状況に応じて支給 支給月額

世帯主である職員
扶養あり 17,800

扶養なし

自己都合 8,807

級 主な職名 職員数（人） 構成比（％）

加算措置
定年前早期退職の場合は２%～20%の加算措
置があります。

定年 20,581

勧奨 0

勤続35年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度 47.709 月分 47.709 月分

３級
係長・主査・主査技師・主任・主任技師・再
任用課長補佐・再任用副参事・再任用副館
長・再任用係長

103 29.9

２級 主事・技師・再任用主査 28 8.1

５級
課長・支所長・再任用センター長・再任用館
長・再任用支所長・参事・課長補佐・次長 39 11.3

４級
課長補佐・次長・副参事・係長・主査・主査
技師・再任用参事 117 33.9

７級 部長 5 1.4

６級 部長・課長・支所長・局長 14 4.1

１級 主事・技師・再任用主事 39 11.3

合計 345 100.0
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(令和７年４月１日現在）

　(8)特別職の報酬等の状況 (各年度４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　(9)給与の削減措置

なし

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　(1)勤務時間の状況

　全職員について、労働基準法の限度内である１日７時間45分、１週間38時間45分となっています。

※一部職場によっては時間差勤務を行っています。

６級 部長・課長・支所長・局長 13 3.8

５級
課長・支所長・再任用センター長・館長・再
任用支所長・参事・課長補佐・次長、副参事 43 12.6

級 主な職名 職員数（人） 構成比（％）

７級 部長 5 1.5

合計 340 100.0

区分 市長 副市長 教育長

２級 主事・技師・再任用主査 31 9.1

１級 主事・技師 35 10.3

４級
課長補佐・次長・副参事・係長・主査・主査
技師 106 31.2

３級
係長・主査・主査技師・主任・主任技師・再
任用課長補佐・再任用副参事・再任用副館
長・再任用係長

107 31.5

期末手当
令和５年度 3.30月分

令和６年度 3.40月分

区分 議長 副議長 議員

給料月額
令和５年度 833,200 649,900 592,700

令和６年度 833,200 649,900 592,700

期末手当
令和５年度 3.30月分

令和６年度 3.40月分

１週間の正規の
勤務時間

１日の正規の勤務時間

開始時間 終了時間

報酬月額
令和５年度 392,000 316,000 300,000

令和６年度 392,000 316,000 300,000

休憩時間

38時間45分 7時間45分 8:30 17:15
12:00

～
13:00
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　(2)年次有給休暇の取得状況

年次有給休暇は、１年ごとに20日付与され、20日を超えない範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことができます。

日 日 人 日 ％

※市長部局に在職する一般職員を対象としています。

　(3)特別休暇等の導入状況

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

ａ ｂ ｃ ｂ／ｃ ｂ／ａ

結婚する場合 特別休暇 有給 結婚5日前から結婚後１か月の間の連続する５日以内

産前の場合 特別休暇 有給 産前８週間（多胎妊娠の場合は14週間）

骨髄提供者となる場合 特別休暇 有給 必要と認められる期間

社会貢献活動を行う場合 特別休暇 有給 １回５日以内

14,193.1 4,999.6 370 13.5 35.2

種類 区分 有給／無給 付与日数

保育の場合 特別休暇 有給 １日２回　１時間以内

妻が出産する場合 特別休暇 有給 １回２日以内

妊婦の通勤緩和の場合 特別休暇 有給 １日１時間

生理の場合 特別休暇 有給 １回について２日以内

産後の場合 特別休暇 有給 産後８週間

妊産婦の健康診断の場合 特別休暇 有給 必要と認められる期間

公民権を行使する場合 特別休暇 有給 必要と認められる期間

証人等として出頭する場合 特別休暇 有給 必要と認められる期間

親族が死亡した場合 特別休暇 有給 １回１日～10日

父母を追悼する場合 特別休暇 有給 １回１日以内

育児参加する場合 特別休暇 有給 １回５日以内

子の看護をする場合 特別休暇 有給 １回５日以内

公務上の疾病の場合 療養休暇 有給 必要と認められる期間

結核性疾患の場合 療養休暇 有給 １回１年以内

不妊治療 特別休暇 有給 １年５日以内

夏季休暇 特別休暇 有給 １年５日以内

災害による現住居の滅失の場合 特別休暇 有給 １回７日以内

災害による出勤困難な場合 特別休暇 有給 必要と認められる期間

職員団体の活動をする場合 組合休暇 無給 １年30日以内

私疾病の場合 療養休暇 有給 １回６か月以内

家族の介護をする場合 介護休暇 無給 １回６か月以内

7



　(4)介護休暇の取得状 （単位：人）

　(5)育児休業等の取得状況 （単位：人）

※令和６年度中に新たに育児休業を取得した職員

４　職員の分限及び懲戒の状況

　(1)分限処分の状況

　分限処分とは、法律又は条例に定められた事由に該当した場合に、職員の意に反してその身分に不利益な変動を

もたらす処分のことをいい、地方公務員法第28条に規定されています。

　分限処分には降任・免職・休職・降給の４種類があります。

①分限処分者数 （単位：人）

②休職状態にある者の数 （単位：人）

取得者数
合計

介護休暇承認期間別内訳

１月以下
１月超

２月以下
２月超

３月以下

0

女性 0 0 0 0 0 0 0

３月超
４月以下

４月超
５月以下

５月超

男性 0 0 0 0 0 0

２年６月超

男性 7 5 2 0 0 0 0

0 0

取得者数
合計

育児休暇承認期間別内訳

６月以下
６月超

１年以下
１年超

１年６月以下
１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下

合計 0 0 0 0 0

処分事由 降任 免職 休職 降給 合計

0 0

合計 17 5 7 4 1 0 0

女性 10 0 5 4 1

職に必要な適格性を欠く場合 1 1

心身の故障の場合 42 42

勤務実績が良くない場合 0

条例で定める事由による場合 0

刑事事件に関し起訴された場合 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過
員を生じた場合 0

心身の故障の場合 15 15

刑事事件に関し起訴された場合 0

地方公務員法第28条第４項により失職した者 1

地方公務員法第28条第４項に基づく条例により失職しなかった者

処分事由 新規・更新処分 左記以外 合計

合計 1 0 42 0 43

条例で定める事由の場合 0

合計 15 0 15
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　(2)懲戒処分の状況

　懲戒処分とは、任命権者が職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う行政上の不利益処分のこと

をいい、地方公務員法第29条に規定されています。

　懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職の４種類があります。

①懲戒処分者数 （単位：人）

②行為別懲戒処分者数内訳 （単位：人）

一般服務違反関係

一般非行関係

金銭・異性関係等の非行

その他

小計

道路交通法違反

職務遂行中

その他

小計

本人の行為（上記合計）

監督責任

※訓告・・・懲戒処分にはあたらず、法的効果をなんらもたらすものではないが、職員の職務上の義務違反等に対し、

　

訓告等

法令に違反した場合 0 1

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計

1

処分の具体的事由 免職 停職 減給 戒告 合計 訓告等

合計 0 0 0 1 1

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場
合

0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 1 1

通常業務処理不適正 1 1

職務命令違反 0

0

小計 0 0 0 1 1

その他 0 1

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の不良等 0

0

0

1

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0

1

　　　　　　　　その責任を確認し、将来を戒める行為をいいます。

　　　　　　　　訓告には、文書訓告と口頭による訓告があります。

合計 0 0 0 1 1

0
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　(3)職員の刑事処分の状況

　　◎刑事事件処分者数 （単位：人）

道路交通法違反による場合

職務遂行中

その他

小計

その他

５　職員の服務状況

　◎服務規律遵守のための取組の状況

６　職員の研修及び勤務成績の評定

　(1)職員の研修実施一覧表

事件の種類 懲役 禁錮 罰金 科料 合計

0

0

0

0

1

取組 具体的内容 職員への周知方法 備考

特になし

1 1

合計 0 1 0 0

階層別研修
職員階層に応じて必要な基礎知識を習得し、求
められる役割を理解する。

１日
～４日

92人

専門研修
職務を遂行するために必要な専門的知識を習得
する。

１日
～３日

31人

研　修　名 研修実施機関 目　　的
研修
日数

研修受
講者数

新潟県市町村
総合事務組合

人事評価制度新任評
価者研修

新たな人事評価制度のねらい、仕組みを理解・認識し、正し
い評価のやり方を学習することで、評価基準の統一化を図
り、評価者間のバラつきをなくす。

1日 6人

採用面接研修
公正・的確な採用面接を行うためのポイントを学
び、質問や評価の技法を習得する。

1日 5人

新入社員実務基礎セ
ミナー

十日町商工
会議所

新入社員に必要な基礎知識、ルール、マナーな
どを実習をまじえて習得させる。

1日 14人

新採用職員研修
市職員としての必要な基礎知識、技術を習得し、
職場への適応能力を養う。

4日 14人

十日町市

部下とのコミュニ
ケーション研修

所属長に対して円滑なコミュニケーションの必要性や技術を
学ぶ研修を実施し、組織全体の成果向上を図る。 1日 27人

若手職員に対する
ＯＪＴ

市の基本事務や協議の場を新採用職員に体験させ、配属
先・担当事務等による経験内容のばらつきを均等化する。 ― 38人

接遇・クレーム対応
研修

職場内での好感度の高い応対マナーを習得し、接遇の向上
を図る。また、クレーム対応方法を学ぶことでクレーム対応ス
キルの向上を図る。

1日 57人

メンタルヘルス研修
メンタルヘルスの必要性・重要性を理解し、メンタル不調にな
らないための「セルフケア」とストレスへの対応策を学ぶ。 1日 47人

庁用車安全運転研修
会

庁用車事故等の抑制、並びに庁用車管理の徹底
を図る。

1日 30人

セキュリティ研修
セキュリティ意識、個人情報保護意識の向上を図
る。

- 336人

その他の研修 －
各所属において研修・セミナー等への参加・開催等を
行い、職務遂行に必要となる知識等を習得する。

- 386人
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　(2)勤務成績の評定の状況

職員の人材育成及び業務効率を増進させることを目的として、定期的（年2回）に勤務成績の評価を行っています。

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

　(1)厚生計画の状況

定期健康診断・事後指導など

人間ドック受診の推進・事後指導など

メンタルヘルス対策の研修会

保健給付（医療保険）・休業給付など

退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金など

貸付事業・保健事業・宿泊施設運営など

　(2)公務災害等の状況 （単位：件）

８　公平委員会に係る業務の状況

　(1)職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 0 件

　(2)職員の不利益処分に関する審査請求の状況 0 件

令和６年度中認定状況 令和６年度末
未認定件数公務上 公務外 取下げ 計

共済制度

短期給付

長期給付

福祉事業

区分
令和５年度末
未認定件数

令和６年度中
申請件数

区分 事業名 事業内容

厚生制度

定期健康診断

人間ドック

メンタルヘルス研修会

7 1合計 2 6 5 2 0

5 1

通勤災害 1 1 2 2

公務災害 1 5 5
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